
「健康しが」活動創出支援事業にかかる質問回答
令和5年5月24日現在

№ カテゴリ 質問内容 回答 備考

1 補助対象者

1. 補助金申請時点で「健康しが」共創会議参画団体に
応募していることが必要ですか？

1.応募申込時点で「健康しが」共創会議に参画している
必要はありません。

5/24掲載

2 補助対象者

2. 補助事業の推進に当たって、補助金申請時点で「健康
しが」共創会議に参画している団体との連携が必須となりま
すか？

2.連携先の団体が必ずしも「健康しが」共創会議の参画
団体である必要はありません。

5/24掲載

3 補助対象経費

3. 補助事業の実施に当たり、既に事業で使用している器
材を活用しようとしていますが、その器材がリース契約をして
いる場合は、補助事業実施期間中のリース料の支払は補
助対象経費として申請は可能でしょうか？

3.募集要項「Ⅰ　補助事業の内容」「６．補助対象経
費」の「（２）補助対象経費として認められないもの」にあ
るとおり、補助金交付決定日より前に行った契約に係る経
費は対象外です。

5/24掲載

4 提出書類

4. 補助対象経費は、消費税額抜きの金額での申請金額
かと思いますが、消費税の課税事業者か免税事業者であ
るかの記載場所がなかったかと思いますが、申請時には不
要ということでよかったでしょうか？

4.消費税額込みで申請いただいて構いません。また、当補
助金は課税事業者、免税事業者どちらでもご応募いただ
けます。ただし、消費税法第30条第1項に規定する「仕入
れにかかる消費税額の控除」の適用を受ける事業者である
場合、交付要綱第12条にあるとおり、消費税額確定後に
「消費税等仕入れ控除額報告書（別記様式第5）」をご
提出ください。なお、補助金に係る消費税等仕入れ控除
税額があることが確定した場合には、当該消費税等仕入
れ控除税額を県に返還する必要があります。

5/24掲載

5 提出書類

5. 補助対象経費の申請については、見積書は不要でしょ
うか？
見積書が必要な場合は、見積書の有効期間はいつまでの
ものにしておいたらよろしいでしょうか？

5.見積書は不要です。「Ⅲ　応募申込書の提出」の「１．
提出書類」にあります「③積算詳細（別紙２)」をご提出く
ださい。 5/24掲載

6 審査

6. プレゼンテーションが必要になるということですが、1団体
何分程度の時間となりますか？
動画を用いたプレゼンテーションをしてもよろしいでしょうか？

6.今年度の予定時間は現時点で未定です。参考ですが、
昨年度はプレゼン8分、質問10分で行いました。プレゼン
テーション審査会でご使用いただける資料は、応募書類の
みです。

5/24掲載


